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承認第６号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、

承認を求める。 

 

  令和８年３月５日提出 

   越前町長 髙田 浩樹 
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専決第２号 

 

専決処分書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

令和７年度越前町一般会計補正予算（第１２号） 

 

令和７年度越前町の一般会計補正予算（第１２号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，６００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６，０６３，７３６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

令和８年１月１６日専決 

越前町長 髙田 浩樹 



(歳入) (単位 千円)

款 項 補 正 前 の 額 補　正　額 計

14 国 庫 支 出 金 １，６４７，６５７ １，６００ １，６４９，２５７

2 国 庫 補 助 金 ６６４，２９１ １，６００ ６６５，８９１

１４，４１４，４７９ １４，４１４，４７９

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計 １６，０６２，１３６ １，６００ １６，０６３，７３６

第１表　歳入歳出予算補正

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　に　か　か　る　額
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一般会計



(歳出) (単位 千円)

款 項 補 正 前 の 額 補　正　額 計

6 農 林 水 産 業 費 １，３９４，２５３ １，６００ １，３９５，８５３

3 水 産 業 費 ８２９，９６０ １，６００ ８３１，５６０

１４，６６７，８８３ １４，６６７，８８３

歳　　　　　　　出　　　　　　　合　　　　　　　計 １６，０６２，１３６ １，６００ １６，０６３，７３６
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補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　に　か　か　る　額

一般会計



１　総括

(歳入) (単位　千円)

補 正 前 の 額 補 正 額 計

14 国 庫 支 出 金 １，６４７，６５７ １，６００ １，６４９，２５７

１４，４１４，４７９ １４，４１４，４７９

歳 入 合 計 １６，０６２，１３６ １，６００ １６，０６３，７３６

歳入歳出補正予算事項別明細書

款

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　に　か　か　る　額
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(歳出) (単位　千円)

補正前の額 補 正 額 計 一 般

国県支出金 地 方 債 そ の 他 財 源

6 農 林 水 産 業 費 1,394,253 1,600 1,395,853 1,600

14,667,883 14,667,883

歳 出 合 計 16,062,136 1,600 16,063,736 1,600
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補 正 額 の 財 源 内 訳

款 特 定 財 源

補 正 さ れ な か っ た 款 に か か る 額

一般会計



２　歳入

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 (単位 千円)

節

補正前の額 補 正 額 計 説 明

4 農林水産業費国庫補助 5,000 1,600 6,600 2 水 産 業 費 補 助 金 1,600  寄鯨調査事業補助金

金

664,291 1,600 665,891
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目
区     分 金   額

計

一般会計



３　歳出

(款) 6 農林水産業費 (項) 3 水産業費 (単位 千円)

節

補正前の額 補 正 額 計 一 般 説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他 財 源

5 漁港管理費 7,151 1,600 8,751 1,600 12 委 託 料 1,600  港内浮遊物回収委託料

829,960 1,600 831,560 1,600計
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補  正  額  の  財  源  内  訳

目 特    定    財    源
区 分 金 額

一般会計



 


